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条例 神戸市市税条例の一部を改正する条例 行財政局税務部税制企
画課
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神戸市市税条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

神戸市条例第 58号

神戸市市税条例の一部を改正する条例

神戸市市税条例（昭和 25年８月条例第 199号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。 ）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。 ）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（固定資産税の課税標準の特例） （固定資産税の課税標準の特例）

第 36条の３  ［略］  第 36条の３ ［略］

２～８  ［略］  ２～８ ［略］

９ 法附則第 15条第 32項に規定する条

例で定める割合は、３分の１とする。 

９  法附則第 15条第 32項に規定する条

例で定める割合は、３分の２とする。 

10 法附則第 15条第 33項に規定する条

例で定める割合は、３分の２とする。 

附  則  附  則

（令和６年度分の個人の市民税の特

別税額控除）

第４条の９ 法附則第５条の８第４項

の規定の適用を受ける令和６年度分
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の個人の市民税の特別税額控除につ

いては、同項から同条第６項までの

規定に定めるところによる。  

（令和６年度分の個人の市民税の普

通徴収に関する特例）  

第４条の 10 法附則第５条の９の規定

の適用を受ける令和６年度分の個人

の市民税の普通徴収については、同

条に定めるところによる。  

（令和６年度分の給与所得に係る個

人 の 市 民 税 の 特 別 徴 収 に 関 す る 特

例）  

第４条の 11 法附則第５条の 10の規定

の適用を受ける令和６年度分の給与

所得に係る個人の市民税の特別徴収

については、同条に定めるところに

よる。  

（令和６年度分の公的年金等に係る

所得に係る個人の市民税の特別徴収

に関する特例）  

第４条の 12 法附則第５条の 11の規定

の適用を受ける公的年金等に係る所

得に係る個人の市民税の特別徴収に

ついては、同条に定めるところによ

る。  

（令和７年度分の個人の市民税の特

別税額控除）  

第４条の 13 法附則第５条の 12第３項
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に規定する令和７年度分の個人の市

民税の特別税額控除については、同

条第３項及び第４項に定めるところ

による。

（免税点の適用に関する特例）  （免税点の適用に関する特例）  

第 12条  法附則第 18条、第 19条第１項

若しくは第 19条の４の規定の適用を

受ける土地又は法附則第 19条の３の

規定の適用を受ける市街化区域農地

（法附則第 19条の４の規定の適用を

受ける市街化区域農地を除く。以下

この条において同じ。）に係る各年度

分の固定資産税に限り、第 38条に規

定する固定資産税の課税標準となる

べき額は、法附則第 18条の規定の適

用を受ける宅地等、法附則第 19条第

１項の規定の適用を受ける農地又は

法附則第 19条の４の規定の適用を受

ける市街化区域農地についてはこれ

らの規定に規定する当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額に

よるものとし、法附則第 19条の３の

規定の適用を受ける市街化区域農地

については同条第１項（同条第３項

において準用する場合を含む。）に規

定するその年度分の課税標準となる

べき額によるものとする。  

第 12条  法附則第 18条、第 19条第１項

若しくは第 19条の４の規定の適用を

受ける土地又は法附則第 19条の３の

規定の適用を受ける市街化区域農地

（法附則第 19条の４の規定の適用を

受ける市街化区域農地を除く。以下

この条において同じ。）に係る各年度

分の固定資産税に限り、第 38条に規

定する固定資産税の課税標準となる

べき額は、法附則第 18条の規定の適

用を受ける宅地等、法附則第 19条第

１項の規定の適用を受ける農地又は

法附則第 19条の４の規定の適用を受

ける市街化区域農地についてはこれ

らの規定に規定する当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額に

よるものとし、法附則第 19条の３の

規定の適用を受ける市街化区域農地

については同条第１項（同条第３項

において準用する場合を含む。）又は

第４項に規定するその年度分の課税

標 準 と な る べ き 額 に よ る も の と す

る。  
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附  則  

（施行期日）

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）  

２  別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の神戸市市税条例（以

下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。  

３  平成 29年４月１日から令和６年３月 31日までの間に受けた地方税法等の一部

を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法

（昭和 25年法律第 226号。以下「旧法」という。）附則第 15条第 32項に規定する

政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産

に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。  

（都市計画税に関する経過措置）  

４  別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、

令和６年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和５年度分までの都

市計画税については、なお従前の例による。  

５  平成 29年４月１日から令和６年３月 31日までの間に受けた旧法附則第 15条第

32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に

供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。  
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